
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

お持ちいただきたい食品 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※いなかな福祉デーは、原則毎月稲穂会館の休館日のうち第１月曜日です。 

上記以外でも、事前に連絡いただければ日程調整のうえ、お引き受けします 

家庭から出る 
食品ロスを削減
し、身近なとこ
ろから SDGs を 
実践しよう 

受付場所：稲穂会館内まちづくりセンター事務室 

ご家庭で眠っている 

未開封の食品は 

            ありませんか？ 

実 施 日：いなかな福祉デーの 11:00～15:00 

●お米 ●乾麺(パスタ、そうめんなど) 

●缶詰 ●レトルト食品 ●お菓子 

●フリーズドライ食品 ●ジュース 

●調味料 ●のり ●ふりかけ など 

・賞味期限が記載されていて、残り期限が１か月以上

あるもの(但し、お米は精米してから１か月以内) 

・常温保存が可能なもの 

・未開封で、包装が破れていないもの 

・食品に記載されている方法で保存されていたもの 

 
●生鮮食料品  
 
●冷凍食品 
 
●インスタント食品(カップ麺等) 
  
●アルコール飲料 
 
●サプリメント 
 
●食品表示、賞味期限の記載のないもの 
 
●お米券等の金券類 

お引き受けできない食品 〇 ×



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

募集対象外のものはお引き受けできません。この場合、お手数ですが、
お持ち帰りいただきます。 

集まった食品は、区内で活動をしている子ども食堂などに 
提供させていただきます。               

 
・窓口での引取りのみで送付等は受付できません 
 
・提供先の指定や、受領書の発行はできません。 

(お問い合わせ) 

 

ご家庭で使いきれない未開封の食品を、 

必要としている団体に寄付する活動です。 

稲穂金山まちづくりセンター  
☎ ０１１-６８４－４０２０ 

 

 

食品ロスを削減する取組であることから、寄付のために新た
に食品を購入することはご遠慮願います。 


